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井
上
裕
正
著

清
代
ア
ヘ
ン
政
策
史
の
研
究目

黒

克

彦

一
九
七
八
年
の
中
国
共
産
禁
第
十
一
期
三
中
全
舎
に
始
ま
る
「
改
革
開

放
」
政
策
の
展
開
に
よ
り
、
中
園
枇
舎
に
開
放
感
が
生
じ
た
こ
と
は
否
め
な

い
。
そ
の
反
面
で
犯
罪
の
多
愛
生
寸
の
負
の
側
面
も
生
じ
て
お
り
、
麻
薬
の
密

造
・
密
責
冒
で
需
吸
飲
も
そ
の
端
的
な
現
れ
で
あ
り
、
「
黄
金
の
三
角
地
帯
」

に
近
い
雲
南
・
貴
州
・
四
川
・
一
債
西
等
の
省
に
は
多
数
の
麻
薬
常
習
者
・
中

毒
者
が
存
在
し
、
彼
等
を
牧
容
し
矯
正
す
る
施
設
も
多
数
建
設
さ
れ
て
い
る
。

中
園
政
府
は
一
九
九
一
年
に
「
岡
家
禁
毒
委
員
合
」
を
成
立
さ
せ
、
「
替
市
毒

に
闘
す
る
決
定
」
を
頒
布
し
、
こ
の
闘
い
を
瓦
代
中
岡
ア
ヘ
ン
戦
主
と

し
て
、
麻
薬
撲
滅
の
一
大
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
現
代
枇
舎
に
「
死

灰
復
燃
」
し
た
麻
薬
の
撲
滅
運
動
の
展
開
に
常
た
っ
て
、
か
つ
て
の
ア
ヘ
ン

禁
止
の
運
動
日
禁
煙
逗
動
が
如
何
に
展
開
さ
れ
た
か
を
検
詮
す
る
研
究
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
特
に
か
つ
て
の
ア
ヘ
ン
生
産
の
中
心
的
な
地
域
で
あ
っ
た
雲

南
・
四
川
等
に
お
け
る
清
末
・
民
園
時
期
の
ア
ヘ
ン
問
題
と
禁
煙
運
動
に
閲

す
る
研
究
書
も
刊
行
さ
れ
、
資
料
の
牧
集
や
刊
行
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ァ

ヘ
ン
・
麻
薬
問
題
は
現
在
の
中
園
に
お
い
て
、
解
決
を
迫
ら
れ
る
重
要
な
現
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」

代
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
修
士
論
文
の
作
成
時
以
来
、
ア
ヘ
ン
問
題
に
注
目
し
、
数
多
く
の
論

考
を
後
表
し
て
こ
ら
れ
た
井
上
裕
正
氏
は
、
そ
れ
ら
の
業
績
を
集
大
成
す
る

形
で
京
都
大
型
に
提
出
し
た
皐
位
請
求
論
文
を
某
に
、
『
清
代
ア
ヘ
ン
政
策

史
の
研
究
』
と
題
す
る
著
書
を
刊
行
さ
れ
た
。
小
稿
は
そ
の
内
容
の
紹
介
と
、

若
干
の
論
許
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
通
例
に
倣
い
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

序

章は
じ
め
に

第
一
節
イ
ギ
リ
ス
の
中
園
貿
易

第
二
節
カ
ン
ト
ン
健
制

第
一
章
嘉
慶
期
前
中
十
の
「
外
禁
」
政
策

は
じ
め
に

第
一
節
嘉
慶
四
年
の
「
外
禁
」

第
二
節
嘉
慶
十
二
年
の
「
外
禁
」

第
三
節
嘉
慶
十
四
年
の
「
外
禁
」

お
わ
り
に

第
二
章
「
外
禁
」
優
先
と
「
カ
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
の
誕
生

は
じ
め
に

第
一
節
「
査
禁
鴻
片
煙
章
程
」
の
制
定

第
二
節
葉
恒
溺
事
件

第
三
節
包
世
臣
と
程
含
章
の
ア
ヘ
ン
論
議

お
わ
り
に

補
論
一
呉
蘭
修
と
カ
ン
ト
ン
祉
曾
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は
じ
め
に

第
一
節
呉
蘭
修
の
経
歴
と
事
問

第
二
節
呉
蘭
修
と
雨
債
総
督
院
元

第
三
節
呉
蘭
修
と
嘉
慶
末
・
這
光
初
期
の
ア
ヘ
ン
論
議

お
わ
り
に

第
」
一
章
雨
一
債
総
督
李
鴻
賓
の
ア
ヘ
ン
政
策
論

は
じ
め
に

第
一
節
李
鴻
賓
の
「
外
禁
」
困
難
・
「
内
禁
」
優
先
論

第
二
節
「
内
禁
」
優
先
論
の
挫
折

お
わ
り
に

第
四
章
ア
ヘ
ン
政
策
と
「
失
察
慮
分
」
問
題

は
じ
め
に

第
一
節
問
題
の
所
在

第
二
節
「
失
察
鴻
片
煙
候
例
」
の
制
定

第
三
節
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
の
「
失
察
庭
分
」
問
題

お
わ
り
に

第
五
章
ア
ヘ
ン
「
弛
禁
」
論

は
じ
め
に

第
一
節
「
弛
禁
」
論
の
形
成

第
二
節
「
弛
禁
」
上
奏

お
わ
り
に

補
論
二
「
嘉
慶
元
(
一
七
九
六
)
年
ア
ヘ
ン
外
禁
」
説
域
開
設

は
じ
め
に

第
一
節
「
嘉
慶
元
年
ア
ヘ
ン
外
禁
」
読
の
不
首
性

第
二
節
「
嘉
慶
元
年
ア
ヘ
ン
外
禁
」
説
の
成
立
過
程

」

第
三
節
「
嘉
慶
元
年
ア
ヘ
ン
外
禁
」
説
の
展
開

お
わ
り
に

第
六
章
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
」
論

は
じ
め
に

第
一
節
黄
得
滋
の
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
一
死
刑
」
上
奏

第
二
節
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
」
論
の
本
質

第
三
節
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
」
論
を
め
ぐ
る
論
議

お
わ
り
に

終
章
「
外
替
市
」
政
策
の
断
行

第
一
節
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
」
論
に
封
す
る
林
則
徐
の
賛
成
上
奏

第
二
節
欽
差
大
臣
林
則
徐
の
カ
ン
ト
ン
一
以
這

清
代
ア
ヘ
ン
政
策
略
史
(
ア
ヘ
ン
戦
争
ま
で
)

あ
と
が
き

次
に
各
章
の
内
符
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
紹
介
す
る
。

序
章
で
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
勃
設
に
至
る
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
に
関
す
る
従

来
の
研
究
史
を
整
斑
し
、
二
つ
の
問
題
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
即
ち
第
一
に

は
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
で
あ
り
、
「
清
朝
が
ア
ヘ
ン
問
題
に
本
格
的
に
取

り
組
ん
だ
嘉
慶
初
め
(
一
八
世
紀
末
)
の
時
貼
に
ま
で
湖
っ
て
、
ア
ヘ
ン
政

策
の
歴
史
を
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
研
究
が
殆
ど
無
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
従
っ
て
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
に
お
け
る
ア
へ
ン
政
策
の
解
明
に
は
、
一

八
世
紀
末
に
ま
で
湖
っ
て
ア
ヘ
ン
政
策
の
歴
史
を
跡
守
つ
け
る
必
要
が
有
る
と

し
て
い
る
。
第
二
は
史
料
朕
況
の
問
題
で
あ
る
。
従
前
の
清
朝
側
の
基
本
的

史
料
で
あ
っ
た
『
誇
排
夷
務
始
末
」
(
以
下
『
始
末
」
と
略
稽
)
の
性
格
が
、
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編
纂
時
(
成
幽
旦
期
)
の
釘
外
姿
勢
を
反
映
し
、
主
戦
汲
に
好
意
的
な
立
場
か

ら
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
『
始
末
』
に
依
援
し
た
研
究
に
見
ら
れ
る
主
戦
汲
の

過
大
許
債
、
和
平
汲
の
過
小
許
債
も
こ
う
し
た
『
始
末
』
の
偏
向
に
起
因
し

て
い
た
と
す
る
。
し
か
し
近
年
出
版
さ
れ
た
『
鴻
片
戦
争
槍
案
史
料
』
は
、

量
的
に
も
質
的
に
も
充
賞
し
て
お
り
、
『
始
末
』
の
史
料
的
偏
向
を
是
正
す

る
質
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

一
九
三
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
子
恩
徳
編
著
の
『
中
園
禁
煙
法
令
国
浸
透
史
』

(
中
華
書
局
刊
)
は
、
「
『
ア
ヘ
ン
禁
令
の
愛
遷
』
を
解
明
し
て
い
る
が
、

『
政
策
史
』
の
次
元
ま
で
突
き
詰
め
て
考
察
し
て
い
な
い
」
と
批
判
し
、
そ

れ
を
克
服
す
る
方
法
と
し
て
、
貌
源
の
『
海
図
園
志
』
の
記
述
に
示
唆
を
得

て
、
ア
ヘ
ン
禁
令
を
「
内
禁
」
と
「
外
禁
」
に
分
け
て
考
え
る
と
い
う
覗
熱

か
ら
考
察
す
る
と
し
て
い
る
。
著
者
の
定
義
に
擦
れ
ば
、
「
外
替
市
」
政
策
と

は
、
「
ア
ヘ
ン
貿
易
を
禁
止
し
て
ア
ヘ
ン
の
流
入
を
水
際
で
阻
止
し
よ
う
と

す
る
政
策
で
あ
り
、
貿
易
の
一
方
の
賞
事
者
で
あ
る
外
岡
(
人
)
と
関
係
す

る
可
能
性
、
ひ
い
て
は
外
交
問
題
化
・
戦
争
勃
設
の
可
能
性
を
本
来
的
に
も

つ
政
策
」
で
あ
る
。
「
内
禁
」
政
策
と
は
、
「
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
関
連
の

行
局
す
べ
て
(
販
買
、
吸
飲
、
ア
ヘ
ン
窟
経
管
、
ア
へ
ン
吸
飲
用
キ
セ
ル
の

製
造
・
販
責
、
響
南
米
の
栽
培
・
ア
ヘ
ン
の
製
造
な
ど
)
を
禁
止
し
よ
う
と
す

る
政
策
で
あ
り
、
外
園
人
の
内
地
放
行
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
常
時

に
あ
っ
て
、
こ
の
政
策
が
外
園
(
人
)
に
関
係
す
る
可
能
性
は
本
来
的
に
な

か
っ
た
」
と
定
義
付
け
る
。
更
に
官
僚
の
責
任
問
題
に
闘
し
て
、
「
外
禁
」

政
策
は
「
主
と
し
て
カ
ン
ト
ン
で
カ
ン
ト
ン
官
僚
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、
そ

の
責
任
を
負
っ
た
の
も
カ
ン
ト
ン
官
僚
で
あ
っ
た
」
が
、
「
園
内
の
ア
ヘ
ン

関
連
の
諸
行
局
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
『
内
禁
』
政
策
は
カ
ン
ト
ン
に
限
ら

ず
全
図
で
遂
行
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
責
任
も
全
園
の
官
僚
が
一
律
に
問
わ
れ

575 

」

た
」
と
論
じ
て
い
る
。

第
一
節
は
イ
ギ
リ
ス
の
中
園
貿
易
の
諮
形
態
の
解
説
、
そ
の
中
で
銀
に
代

わ
る
手
段
と
し
て
見
出
さ
れ
た
イ
ン
ド
産
ア
ヘ
ン
の
紹
介
が
局
さ
れ
、
イ
ギ

リ
ス
の
世
界
経
済
に
果
た
し
た
イ
ン
ド
産
ア
ヘ
ン
の
役
割
を
三
貼
に
ま
と
め

て
い
る
。
第
二
節
は
、
「
カ
ン
ト
ン
髄
削
」
を
解
説
し
、
一
七
五
七
年
に
釘

外
貿
易
を
カ
ン
ト
ン
(
虞
東
)
一
港
に
制
限
し
、
「
そ
こ
に
お
け
る
貿
易
を

カ
ン
ト
ン
官
僚
と
行
商
(
保
商
)
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
両
面
か
ら
管

理
し
よ
う
と
す
る
貿
易
管
理
鰐
制
」
と
定
義
し
て
い
る
。

第
一
章
は
嘉
慶
期
前
中
十
の
、
具
程
的
に
は
四
年
・
十
二
年
・
十
四
年
に
賓

施
さ
れ
た
「
外
禁
」
政
策
を
検
討
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
「
外
禁
」
は

そ
れ
を
運
用
す
る
官
僚
の
行
商
に
到
す
る
怒
意
的
需
索
の
手
段
で
あ
る
と
共

に
、
行
尚
の
側
も
禁
令
を
尚
取
引
の
手
段
に
利
用
す
る
側
面
が
有
り
、
「
外

林
一
市
」
本
来
の
目
的
と
は
無
縁
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
得
る
と
す
る
。
禁
令
後
布

の
一
経
緯
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
外
禁
」
は
ア
ヘ
ン
貿
易
の
禁
止
の
た
め
に
積
極

的
に
昔
、
施
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
「
爾
債
総
督
の
自
己
保
身
的
理
由
か
ら

消
極
的
に
賓
施
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
積
極
的
な
放
果
が
約
束
さ

れ
る
は
ず
は
な
い
と
し
、
首
時
の
官
界
一
般
の
構
造
的
腐
敗
の
問
題
が
、
ァ

ヘ
ン
密
貿
易
を
助
長
し
た
と
す
る
。

又
首
時
の
枇
合
矛
盾
の
一
表
現
と
し
て
の
ア
へ
ン
問
題
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易

の
愛
辰
を
支
え
た
多
く
の
下
層
民
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
抗
租
・
抗
糧
闘
争
等
の
他
地
域
と
共
通
す
る
問
題
の
外
に
、
宣
明
東
省

で
は
海
賊
・
命
日
窯
・
客
家
・
漠
好
等
身
の
枇
舎
矛
盾
と
、
相
互
に
密
接
に
関

連
し
た
問
題
と
し
て
ア
ヘ
ン
問
題
が
あ
り
、
こ
う
し
た
視
野
の
中
で
ア
ヘ
ン

問
題
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

嘉
慶
後
期
か
ら
道
光
の
前
期
に
至
る
ま
で
の
時
期
は
、
清
朝
が
ア
ヘ
ン
問
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題
を
風
俗
・
人
心
の
問
題
と
認
識
し
、
「
内
替
市
」
を
併
用
し
つ
つ
「
外
替
市
」

政
策
を
優
先
し
た
時
期
で
あ
る
と
す
る
。
「
外
禁
」
政
策
と
は
、
前
遮
し
た

如
く
、
本
来
ア
ヘ
ン
貿
易
を
水
際
で
禁
絶
す
る
こ
と
を
企
固
す
る
政
策
で
あ

る
が
、
賓
際
に
は
岡
康
総
督
を
頂
貼
と
す
る
カ
ン
ト
ン
官
僚
の
自
己
保
身
策

と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
又
「
外
禁
」
政
策
に
件
、
つ
責
任
は
、
保
商
制
度
に
よ

り
最
終
的
に
行
商
に
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
結
論
付
け
る
。
「
外
禁
」
政
策
は

這
光
初
期
の
葉
恒
樹
事
件
を
契
機
と
し
て
頂
貼
に
達
し
、
行
商
へ
の
責
任
追

及
が
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
ア
ヘ
ン
取
引
が
零
丁
洋
で
行
わ
れ
る
時
期
に
な

る
と
、
「
外
替
市
」
政
策
に
件
、
つ
責
任
の
比
重
は
カ
ン
ト
ン
官
僚
に
傾
き
始
め
、

そ
れ
に
封
・
除
す
る
か
の
如
く
、
雨
宮
崎
纏
督
玩
元
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
の
漸
進
的

禁
絶
を
奏
請
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
現
賓
に
失
望
し
た
包
世
臣
は
抜
本
塞

源
の
策
と
し
て
、
針
外
貿
易
断
絶
論
を
提
議
す
る
に
至
る
が
、
こ
れ
に
封
し

て
程
含
章
は
、
外
図
貿
易
の
存
績
を
共
通
の
利
盆
と
す
る
カ
ン
ト
ン
官
僚
の

立
場
を
代
詩
し
、
反
論
を
加
え
た
。
ヵ
ン
ト
ン
の
利
益
を
踏
ま
え
た
「
カ
ン

ト
ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
は
、
外
園
貿
易
断
絶
論
に
釘
す
る
批
判
と
い
う
形
で
登

場
し
た
と
す
る
。
以
上
が
第
二
章
の
論
旨
で
あ
る
。

補
論
一
は
、
前
六
早
の
包
世
臣
と
程
含
章
の
論
争
に
深
い
影
響
を
奥
え
た
カ

ン
ト
ン
を
代
表
す
る
知
識
人
呉
蘭
修
を
取
り
上
げ
、
そ
の
経
歴
や
向
学
問
、
雨

麿
総
督
院
元
や
程
合
章
と
の
関
係
等
を
明
ら
か
に
し
、
程
合
ヰ
早
の
ア
ヘ
ン
論

は
カ
ン
ト
ン
世
舎
の
有
力
な
世
論
を
代
辞
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た

呉
蘭
修
の
ア
ヘ
ン
論
で
も
あ
っ
た
と
推
論
し
、
呉
蘭
修
は
嘉
慶
末
・
道
光
初

期
の
ア
ヘ
ン
論
議
に
間
接
的
に
関
奥
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
論
じ
て
い

る。
遁
光
初
年
に
起
こ
っ
た
葉
恒
溺
事
件
の
結
果
、
「
外
替
市
」
政
策
に
件
、
っ
責

任
を
行
商
に
韓
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
責
任
が
カ
ン
ト
ン
官

」

僚
の
肩
に
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
構
造
的
繁
化
が
生
じ
た
。
こ
の
新
た
な
朕

況
に
釘
し
て
、
カ
ン
ト
ン
官
僚
が
ど
う
釣
推
し
た
か
、
そ
の
封
一
路
が
清
朝
の

ア
ヘ
ン
政
策
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
、
雨
由
民
総
督
李
鴻
賓
の
ア

ヘ
ン
政
策
論
を
中
心
に
、
第
三
六
早
で
考
察
し
て
い
る
。
李
鴻
賓
の
唱
え
る

「
外
替
市
」
困
難
・
「
内
禁
」
優
先
論
が
、
一
時
的
に
清
朝
中
植
の
承
認
を
受

け
、
道
光
十
年
の
半
ば
に
従
来
の
「
外
禁
」
優
先
か
ら
、
「
内
禁
」
優
先
に

轄
換
し
、
一
連
の
「
内
禁
」
政
策
が
賓
施
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
一

年
後
に
御
史
お
賛
動
の
上
奏
を
契
機
に
、
政
府
の
ア
ヘ
ン
政
策
は
再
び
「
外

禁
」
優
先
に
回
蹄
す
る
に
至
る
。
更
に
連
州
の
「
務
族
」
の
反
乱
平
定
に
手

こ
ず
っ
た
李
鴻
賓
が
弾
劾
・
罷
克
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
反
乱
鎮
墜
に
出
動

し
た
慶
一
束
の
兵
丁
が
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
に
よ
り
役
に
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
賓

態
も
明
ら
か
に
な
り
、
カ
ン
ト
ン
官
僚
の
「
外
禁
」
賓
施
の
消
極
性
が
こ
う

し
た
事
態
を
招
い
た
と
の
批
判
が
高
ま
り
、
這
光
帝
は
新
任
の
総
督
慮
坤
に

封
し
て
「
外
禁
」
賓
施
を
巌
命
し
、
清
朝
の
「
外
禁
」
優
先
の
ア
ヘ
ン
政
策

を
確
定
し
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
李
鴻
賓
の
ア
ヘ
ン
政
策
論
を
め
ぐ

っ
て
は
、
議
論
の
有
る
所
で
あ
り
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
章
は
、
「
失
察
庭
分
」
と
い
う
官
僚
の
職
務
怠
慢
に
関
す
る
規
定
の

問
題
と
ア
ヘ
ン
政
策
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
。
嘉
慶
四
年
か
ら
二
十
年
の

閥
、
外
園
船
の
ア
ヘ
ン
を
積
載
し
て
の
入
港
を
唯
一
の
釘
象
と
し
て
カ
ン
ト

ン
官
僚
の
「
失
察
」
が
庭
分
さ
れ
た
が
、
二
十
年
か
ら
道
光
三
年
の
聞
は
、

こ
の
「
失
察
慮
八
刀
」
は
克
除
さ
れ
「
議
位
以
」
の
み
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
道

光
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
失
察
鵜
片
煙
候
例
」
に
よ
り
「
失
察
庭
分
」
は
復

活
し
、
庭
分
の
封
象
に
響
粟
の
密
栽
培
・
煙
膏
の
需
遣
と
煙
館
の
開
設
が
新

た
に
加
わ
り
、
ア
ヘ
ン
の
量
を
基
準
と
し
て
底
分
の
軽
重
を
決
め
る
こ
と
を

明
確
に
規
定
し
た
。
更
に
遁
光
卜
九
年
に
、
『
欽
定
巌
林
一
市
鵜
片
煙
保
例
』
(
以

十
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下
『
篠
例
』
と
略
栴
)
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
庭
分
の
封
象
は
更
に
撮
大
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
上
司
の
「
失
察
底
分
」
も
初
め
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
清
朝
政
府
は
「
外
禁
」
と
「
内
卦
ど
か
ら
な
る
ア
ヘ
ン
禁
止
政
策
で
封

麿
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
政
策
を
執
行
す
る
官
僚
の
真
剣
な
政
策
の
遂
行

を
確
保
す
る
た
め
に
、
「
失
察
慮
八
刀
」
と
「
議
紋
」
を
規
定
し
た
。
そ
の
規

程
は
年
々
強
化
・
整
備
さ
れ
、
こ
の
『
係
例
』
に
お
い
て
、
「
失
察
慮
分
」

は
行
政
法
規
と
し
て
完
成
の
域
に
達
し
た
と
す
る
。
こ
の
規
程
に
よ
り
、
官

僚
の
員
面
白
な
政
策
遂
行
を
確
保
し
得
た
か
否
か
。
多
く
の
事
例
は
「
失
察

慮
八
刀
」
の
存
在
が
、
却
っ
て
彼
等
の
員
面
目
な
執
務
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
そ
の
理
由
か
ら
「
失
察
庭
分
」
を
克
除
し
た
時
期
も
有
っ
た
の
で

あ
り
、
ア
ヘ
ン
政
策
論
議
の
中
で
、
軽
い
「
失
察
底
分
」
が
官
僚
の
不
員
面

目
な
釘
庭
の
原
凶
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
意
見
も
提
出
さ
れ
る
。
「
失
察
庭

分
」
の
釣
象
が
掻
大
・
強
化
さ
れ
、
且
つ
線
督
・
巡
撫
に
ま
で
至
る
上
司
の

「
失
察
」
も
庭
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
問
題
は
徐
々
複
雑
化
し
、

官
僚
に
よ
り
「
失
察
庭
分
」
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
強
め
る
こ
と
に

な
り
、
「
庭
分
の
回
避
と
い
う
『
消
極
的
腐
敗
』
が
官
僚
制
全
樫
の
中
で
累

積
さ
れ
た
時
、
ア
ヘ
ン
禁
止
政
策
は
一
層
の
有
名
無
賓
化
を
飴
儀
な
く
さ
れ

た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

第
五
章
は
、
許
乃
済
の
著
名
な
「
弛
替
市
」
上
奏
に
つ
い
て
、
「
カ
ン
ト

ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
の
形
成
と
い
う
覗
鈷
か
ら
、
検
討
を
加
え
て
い
る
。
許
乃

済
が
「
弛
禁
」
論
を
提
起
し
た
背
景
に
、
九
年
間
雨
虞
線
督
を
勤
め
、
カ
ン

ト
ン
の
知
識
人
と
も
密
接
な
闘
係
を
持
っ
た
玩
一
冗
が
、
内
閣
大
島
ナ
士
と
な
っ

て
中
央
政
界
に
常
場
し
た
こ
と
が
有
り
、
這
光
九
年
以
来
、
カ
ン
ト
ン
に
お

い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
「
弛
禁
」
論
が
、
院
元
と
も
親
し
く
、
カ
ン
ト
ン
に

も
縁
の
深
か
っ
た
許
乃
済
に
よ
り
上
奏
さ
れ
た
。
彼
の
「
弛
禁
」
論
は
、
山
朋

577 
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壊
し
つ
つ
あ
る
カ
ン
ト
ン
龍
制
の
再
建
を
目
指
し
、
横
行
す
る
ア
ヘ
ン
密
貿

易
を
合
法
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ン
ト
ン
鐙
制
の
内
に
呼
び
戻
し
、
又
合

法
化
し
た
ア
ヘ
ン
を
行
商
に
扱
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
疲
弊
し
た
行
商
の
経

営
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
「
弛
禁
」

論
は
カ
ン
ト
ン
際
制
、
即
ち
欧
米
諸
問
と
の
貿
易
を
カ
ン
ト
ン
が
濁
占
す
る

健
制
の
再
建
を
目
指
す
「
カ
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
で
あ
っ
た
と
す
る
。

清
朝
中
央
は
、
北
上
す
る
外
園
船
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
惇
遁
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
寄
港
地
に
頒
布
す
る
等
の
行
待
に
、
支
配
樫
削
の
動
揺
の
危
険
性
を

感
じ
、
こ
れ
を
ア
ヘ
ン
密
輸
船
の
北
上
と
関
連
づ
け
て
考
え
、
ア
ヘ
ン
貿
易

を
合
法
化
し
、
カ
ン
ト
ン
健
制
の
枠
内
に
置
く
な
ら
、
樫
制
の
危
機
と
考
え

ら
れ
る
ア
ヘ
ン
船
の
北
上
を
阻
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を

持
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
「
弛
禁
」
論
批
判
の
上
奏
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ
、

賛
成
論
は
爾
庚
総
督
部
廷
禎
の
全
面
賛
成
の
上
奏
以
外
に
提
出
さ
れ
ず
、
結

局
、
「
カ
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
と
し
て
の
「
弛
禁
」
論
は
、
い
わ
ば
「
北

京
の
論
理
」
に
よ
り
否
定
さ
れ
葬
り
去
ら
れ
、
「
萱
船
」
の
取
締
を
中
心
と

す
る
「
外
替
市
」
政
策
の
優
先
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

補
論
こ
で
は
、
清
朝
政
府
の
本
格
的
な
「
外
替
市
」
政
策
の
開
始
を
、
嘉
慶

一
五
年
(
一
七
九
六
)
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
不
賞
性
を
一
一
小
し
、
こ
の

説
が
成
立
し
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
ン
駐
在
の

貿
易
監
督
官
エ
リ
オ
ッ
ト
の
中
園
文
秘
書
策
通
誇
モ
リ
ソ
ン
が
、
朱
障
の
上

奏
中
の
「
嘉
慶
初
年
」
を
「
嘉
慶
元
年
」
と
誤
誇
し
た
こ
と
に
由
来
し
た
と

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
英
図
の
議
曾
文
書
に
収
録
さ
れ
た
と
い
う
外
園
側
の

事
情
と
、
欽
差
大
臣
林
則
徐
の
も
と
で
、
中
園
語
に
翻
諒
さ
れ
た
『
襖
門
新

聞
紙
』
や
『
渓
門
月
報
』
に
、
「
嘉
慶
元
年
の
ア
ヘ
ン
禁
令
」
説
が
牧
録
さ

れ
、
そ
れ
を
利
用
し
た
貌
、
源
の
一
連
の
著
作
に
現
れ
る
と
い
う
経
過
を
た
ど

十
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っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
六
章
は
、
鴻
臆
土
寸
卿
黄
国
間
滋
の
提
議
し
た
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
」
論

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
従
来
「
肢
禁
」
論
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
彼
の

ア
ヘ
ン
針
策
論
は
、
著
者
の
議
論
に
お
い
て
は
「
内
禁
」
論
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
黄
得
滋
の
議
論
の
下
敷
き
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
ン
知

識
人
の
温
訓
に
よ
る
「
明
書
績
議
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
遮
の
呉
蘭
修
の

「
明
書
」
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
議
論
の
内
容
は
「
内
禁
」
論
で
あ

り
、
従
っ
て
「
カ
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
に
属
す
る
議
論
と
さ
れ
る
。
温
訓

の
思
い
と
は
異
な
り
、
黄
爵
滋
が
問
題
と
し
た
吸
飲
者
と
は
、
ア
へ
ン
吸
飲

者
一
般
で
は
な
く
、
官
僚
層
の
吸
飲
者
で
あ
り
、
経
世
官
僚
と
し
て
の
彼
は
、

動
揺
し
つ
つ
あ
る
清
朝
支
配
憧
制
の
再
建
に
は
、
先
ず
諸
改
革
を
阻
ん
で
い

る
官
僚
層
の
腐
敗
を
排
除
す
る
、
必
要
が
有
り
、
「
吸
飲
者
死
刑
」
論
は
そ
の

た
め
の
突
破
円
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
上
奏
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
戦
争
直

前
の
「
ア
ヘ
ン
論
議
」
が
展
開
さ
れ
る
が
、
従
来
こ
の
上
奏
を
「
巌
替
市
」
L
L

奏
と
呼
び
、
二
年
前
の
許
乃
、
併
の
「
弛
禁
」
上
奏
に
封
抗
し
た
も
の
と
理
解

さ
れ
た
が
、
「
弛
禁
」
上
奏
は
肢
に
こ
の
時
黙
で
は
葬
り
去
ら
れ
て
お
り
、

黄
箇
滋
の
L
L
奏
が
許
乃
済
の
「
弛
禁
」
論
の
み
を
意
識
し
た
「
巌
替
市
」
上
奏

と
解
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
黄
得
滋
の
上
奏
に
反
封
し
た
地

方
大
官
を
「
弛
替
市
」
論
者
と
す
る
理
解
も
明
ら
か
な
誤
解
で
あ
り
、
反
封
し

た
地
方
大
官
は
、
あ
く
ま
で
も
禁
止
の
手
段
と
し
て
の
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死

刑
」
論
へ
の
反
封
で
あ
り
、
彼
等
の
上
奏
の
議
論
を
見
る
限
り
は
、
全
て

「
厳
禁
」
論
者
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
論
議
は
著
者
の
掲
げ
る
ア
へ
ン
禁
止

策
と
し
て
の
「
外
禁
」
と
「
内
禁
」
と
を
匡
別
す
る
覗
黙
か
ら
見
る
と
、

「
内
禁
」
論
で
あ
り
、
こ
の
議
論
に
反
封
す
る
者
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
外

禁
」
優
先
の
立
場
か
ら
反
到
し
て
お
り
、
且
つ
賛
成
者
の
中
に
は
、
同
時
に

」

「
外
品
川
」
の
強
化
を
唱
え
る
者
が
多
か
っ
た
。
結
局
今
同
の
論
議
で
釘
立
し

た
の
は
、
「
内
禁
」
論
と
「
外
替
市
」
論
で
あ
り
、
「
巌
禁
」
論
と
「
弛
禁
」
論

で
は
な
く
、
堅
倒
多
数
は
首
時
清
朝
が
採
っ
て
い
た
「
外
禁
」
優
先
を
支
持

し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

最
後
の
終
章
で
は
、
林
則
徐
に
よ
る
黄
得
滋
の
上
奏
に
封
す
る
賛
成
の
上

奏
を
分
析
し
て
い
る
。
第
一
節
で
は
こ
れ
ま
で
「
吸
飲
者
死
刑
」
論
が
提
議

さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
死
刑
に
す
る
と
し
た
場
合
、

他
の
極
悪
犯
罪
と
の
閥
係
で
、
刑
罰
鑓
系
に
均
衡
を
鉄
く
恐
れ
が
あ
る
と
い

う
法
律
論
的
な
理
由
と
、
大
且
一
旦
の
吸
飲
者
を
死
刑
に
庭
す
る
こ
と
は
現
賓
的

に
不
可
能
で
あ
り
、
刑
罰
を
厳
し
く
し
過
ぎ
れ
ば
、
却
っ
て
一
免
罪
や
官
吏
の

収
賄
に
よ
る
見
逃
し
等
の
弊
害
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
現
一
貫
論
的
な
腰
由
の

二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
に
つ
い
て
は
、
園
家
統
治
と
い
う
高
度

の
見
地
か
ら
巌
法
で
臨
む
必
要
が
あ
る
と
言
い
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
一
年

間
の
猶
持
団
期
聞
を
設
定
し
て
改
心
の
機
舎
を
奥
え
、
一
年
後
に
吸
飲
者
を
死

刑
に
す
る
と
い
う
巌
し
い
法
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

第
二
節
で
は
、
林
則
徐
が
欽
差
大
臣
と
し
て
カ
ン
ト
ン
に
汲
遣
さ
れ
る
に

至
る
経
緯
を
述
べ
、
彼
が
「
内
禁
」
論
で
あ
る
「
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
」
論

に
賛
成
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
ン
着
任
後
に
行
っ
た
の
は
「
外
禁
」
、
即
ち
ア

ヘ
ン
密
輸
の
取
締
り
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
皇
帝
が
「
『
ア
ヘ
ン
吸
飲
者

死
刑
』
論
を
若
干
修
正
し
て
採
用
す
る
な
ど
、
『
内
禁
』
政
策
の
強
化
も
同

時
に
園
り
な
が
ら
、
ア
へ
ン
政
策
全
鑓
に
お
け
る
『
外
禁
」
優
先
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
基
本
方
針
を
繁
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
た
め
で
あ
る
。
そ
の

結
果
遁
光
帝
が
出
し
た
結
論
は
、
「
外
替
市
」
政
策
の
断
行
に
、
皇
帝
の
名
代

と
し
て
欽
差
大
臣
を
汲
遣
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
欽
差
大
臣
と
し
て
林
則

徐
を
指
名
し
た
と
い
う
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

十

「「



L 

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏
-
H
N

い

R
待

ー「

井
上
氏
の
議
論
の
中
心
的
な
命
題
と
し
て
、
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
史
を

「
外
替
市
」
・
「
内
禁
」
政
策
の
採
用
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
を
軸
に
考
察
す
る

方
法
論
に
封
し
て
、
新
村
容
子
氏
は
批
判
的
見
解
を
示
し
、
雨
者
の
聞
で
見

解
の
相
違
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
論
結
を
整
理
し
、
課
題
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
有
ろ
う
。
論
黙
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
紙
幅
の
閥
係
か
ら
、
二
三
黙

に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
外
禁
」
・
「
内
禁
」
策
に
関
す
る
井
上
氏
の
定
義
は
先
に
序
章
の
内
容
紹

介
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
が
、
総
じ
て
著
者
の
考
え
は
、
林
一
市
令
遂
行
の
青
月
任
を

劉
外
貿
易
を
管
轄
す
る
カ
ン
ト
ン
官
僚
の
み
が
権
、
つ
の
か
(
「
外
禁
」
政
策
)
、

そ
れ
と
も
全
園
の
関
係
官
僚
が
負
う
の
か
(
「
内
禁
」
政
策
)
、
と
い
う
相
違

に
婦
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
村
氏
は
「
外
禁
」
と
「
内
禁
」
を
裁
然

と
匡
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
「
内
禁
」
策
は
外
園
ア
ヘ
ン
の
圏
内
に

お
け
る
流
通
販
賓
の
禁
止
と
、
中
国
産
ア
ヘ
ン
の
生
産
販
責
の
禁
止
を
匝
別

し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
封
し
て
井
上
氏
は
、
官
僚
の
責

任
問
題
と
し
て
の
「
失
察
庭
分
」
と
い
う
観
貼
か
ら
見
れ
ば
、
外
園
ア
ヘ
ン

も
園
産
ア
ヘ
ン
も
共
に
達
禁
の
物
で
あ
り
、
取
締
の
責
任
を
負
う
官
僚
に
と

っ
て
匡
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
外
国
ア
ヘ
ン
の
零
丁
洋
に
お
け
る
取
引

後
、
中
園
側
に
引
き
渡
さ
れ
た
ア
ヘ
ン
の
輸
送
・
販
貰
の
禁
止
策
は
、
零
丁

洋
を
管
轄
す
る
カ
ン
ト
ン
官
僚
に
限
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
流
通
販
責
さ
れ
る
地

域
の
所
轄
官
僚
の
責
任
と
も
な
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
「
内
禁
」
策
と
位
置
づ

け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
問
題
は
「
失
察
底
分
」
の
克
除
或
い
は
強

化
と
い
う
政
策
紛
失
更
を
如
何
に
許
債
す
る
か
と
い
う
見
解
の
相
違
と
も
関
係

す
る
も
の
で
あ
る
。
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新
村
氏
は
園
産
ア
ヘ
ン
の
存
在
を
大
き
く
位
置
づ
け
、
「
内
禁
」
策
の
内

賓
に
関
す
る
見
解
の
相
違
も
こ
こ
に
由
来
し
て
い
る
し
、
次
の
「
ア
ヘ
ン
弛

禁
」
論
の
許
債
の
相
違
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
「
弛
禁
」
論
に
闘
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
雨
者
の
見
解
の
相
違
は
、

呉
蘭
修
及
び
許
乃
済
の
「
弛
禁
」
論
の
重
要
な
主
張
の
一
つ
が
、
園
産
ア
ヘ

ン
生
産
の
合
法
化
で
あ
る
と
す
る
新
村
氏
は
、
井
上
氏
の
議
論
で
は
初
め
か

ら
こ
れ
を
考
察
の
釘
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
し
、
こ
こ
で
も
図
産
ア
ヘ
ン

の
合
法
化
が
主
要
な
内
容
で
あ
っ
た
と
す
る
。
又
井
上
氏
に
撮
れ
ば
、
こ
の

「
弛
禁
」
論
は
ア
ヘ
ン
輸
入
の
合
法
化
・
低
額
関
税
の
課
税
に
よ
り
、
ア
ヘ

ン
貿
易
の
カ
ン
ト
ン
一
港
へ
の
集
中
を
固
っ
た
と
す
る
の
に
封
し
て
、
新
村

氏
は
、
何
太
清
の
主
張
に
見
ら
れ
る
輸
入
ア
ヘ
ン
に
封
す
る
高
額
閥
税
の
課

税
に
よ
り
、
清
朝
財
政
を
豊
か
に
し
よ
う
と
し
た
主
張
で
あ
っ
た
と
し
、
園

産
ア
ヘ
ン
の
生
産
解
禁
に
よ
っ
て
輸
入
に
代
替
さ
せ
る
こ
と
で
、
ア
ヘ
ン
貿

易
を
停
止
に
至
ら
せ
よ
う
と
し
た
構
想
で
あ
る
と
解
稗
し
、
井
上
説
に
異
議

を
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
新
村
説
に
採
る
な
ら
、
こ
の
主
張
が
「
カ
ン
ト

ン
・
ア
ヘ
ン
」
論
の
後
信
地
で
あ
る
カ
ン
ト
ン
か
ら
愛
議
さ
れ
た
と
い
う
意

味
合
い
が
薄
く
な
り
、
カ
ン
ト
ン
の
利
害
を
代
表
す
る
と
い
う
側
面
が
消
失

す
る
こ
と
に
な
る
。
又
一
八
三

0
年
代
に
お
い
て
、
国
産
ア
へ
ン
に
よ
っ
て

輸
入
ア
ヘ
ン
を
代
替
さ
せ
よ
う
と
す
る
程
に
、
圏
内
に
お
け
る
響
粟
栽
培
が

普
及
し
、
或
い
は
そ
の
よ
う
に
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。

近
年
の
中
園
に
お
け
る
四
川
省
の
ア
ヘ
ン
禁
止
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
を
参

照
し
て
も
、
「
清
の
嘉
慶
年
間
に
至
つ
で
も
、
四
川
民
衆
が
栽
培
し
て
い
た

翠
粟
は
ア
ヘ
ン
響
粟
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
品
種
で
あ
り
、
彼
ら
は
響
粟
を

花
井
と
し
て
観
賞
し
て
お
り
、
毒
(
薬
)
口
叩
の
食
用
と
し
て
で
は
な
く
、
各

地
方
志
の
編
纂
者
は
こ
れ
に
鑑
み
て
、
響
粟
を
物
産
の
『
花
之
属
』
に
入
れ

十
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て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
ア
ヘ
ン
の
生
産
を
目
的
と
し
た
ア
ヘ
ン
審
粟
の

栽
帯
が
普
遍
化
す
る
の
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
事
態
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

新
村
説
は
園
産
ア
ヘ
ン
の
存
在
を
過
大
に
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
今
後
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

道
光
十
一
年
五
月
二
十
四
日
の
監
察
御
史
鴻
賛
動
の
上
奏
文
月
曜
轄
を
め

ぐ
る
新
村
氏
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
井
上
氏
は
そ
の
反
批
判
の
論
文
に
お
い

て
、
資
料
の
解
稗
の
妥
骨
回
性
に
つ
い
て
、
「
賞
否
は
第
三
者
に
委
ね
ざ
る
を

え
な
い
」
と
遮
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
評
者
の
考
え
を
示
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
原
文
を
示
せ
ば
、
「
惟
内
地
之
畑
紫
易
絶
、
而
外
洋
所
来
之
畑
土
無

窮
、
固
宜
清
其
去
路
、
尤
必
田
絶
其
米
路
、
庶
其
害
可
除
乙
で
あ
り
、
井
L
L

説
は
「
『
其
の
去
路
を
清
く
』
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
流
入
ア
ヘ
ン
の
流
通
・

販
責
を
禁
ず
る
「
内
禁
』
を
骨
同
然
な
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
『
其

の
来
路
を
絶
つ
』
べ
き
で
あ
る
と
『
外
禁
』
優
先
論
を
主
張
し
た
」
と
す
る
。

一
ん
新
村
説
は
、
「
『
去
路
を
清
め
る
』
の
意
味
は
、
中
岡
ア
ヘ
ン
の
流
通
取

り
締
ま
り
と
解
穫
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
文
資

料
を
素
直
に
讃
め
ば
、
「
惟
だ
内
地
の
畑
紫
は
絶
ち
易
き
も
、
而
れ
ど
も
外

洋
よ
り
来
る
所
の
畑
土
は
窮
り
無
く
、
固
よ
り
宜
し
く
其
の
去
路
を
清
く
す

べ
き
も
、
尤
も
其
の
来
路
を
絶
つ
べ
け
れ
ば
、
そ
の
害
除
く
べ
き
に
庶
か
ら

ん
」
で
あ
り
、
「
其
の
去
路
」
と
は
輸
入
ア
ヘ
ン
の
圏
内
へ
の
流
通
路
を
指

す
と
解
す
べ
き
で
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
関
す
る
言
及
は
、
冒
頭
の
八
字
で
終
わ

っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
但
し
、
井
上
氏
は
初
出
の
論
文

に
お
い
て
は
、
こ
の
部
分
の
解
説
文
に
お
い
て
、
「
『
其
の
去
路
を
清
く
』
す

る
こ
と
、
つ
ま
り
『
分
鈴
」
を
禁
ず
る
『
内
禁
』
も
嘗
然
な
す
べ
き
だ
が
」

と
記
し
、
本
書
の
刊
行
に
首
た
っ
て
、
「
分
錆
」
を
「
流
入
ア
ヘ
ン
の
流

通
・
販
責
」
と
改
め
て
い
る
。
こ
の
「
分
鈎
」
と
い
う
語
句
は
、
本
ナ
鴻
賓
が

」

道
光
十
年
五
月
十
日
に
上
奏
し
た
「
雨
慶
総
督
李
鴻
賓
等
奏
復
査
禁
紋
銀
出

洋
鵜
片
入
口
各
弊
章
程
折
」
に
見
ら
れ
る
語
句
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
こ
の

章
程
の
第
瓦
倹
に
お
い
て
、
「
日
ハ
だ
内
地
の
分
錆
を
巌
禁
す
可
け
れ
ば
、
以

て
漸
く
米
路
を
塞
ぐ
に
庶
か
ら
ん
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
文
章
か
ら

「
分
鈴
」
は
岡
内
に
お
け
る
流
通
・
販
買
を
音
山
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
新
村
氏
は
、
鴻
馳
百
円
動
の
文
章
の
解
説
に
李
鴻
賓
の
用
い
た
語
句
を
使
用

し
、
「
去
路
」
を
「
分
錆
」
と
讃
み
替
え
て
自
説
の
強
化
に
用
い
た
と
井
上

氏
の
説
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
見
た
よ
う
に
讃
み
替
え
て
も
内
容
は
愛
わ
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
敢
え
て
讃
み
替
え
て
誤
解
を
招
く
必
要
も
無
か
っ
た

と
忠
わ
れ
る
。

官
僚
の
取
締
の
責
任
を
よ
り
強
く
求
め
た
這
光
十
九
年
の
「
係
例
』
に
お

い
て
、
そ
の
「
失
察
慮
分
」
の
封
象
と
な
る
違
反
行
震
が
大
幅
に
擦
大
さ
れ
、

又
そ
の
刑
罰
も
従
来
よ
り
も
出
版
し
く
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
『
篠
例
』
は
、
基

本
的
に
は
ア
ヘ
ン
戦
争
後
も
纏
績
さ
れ
、
更
に
一
八
五
八
年
の
ア
ヘ
ン
貿
易

合
法
化
の
後
に
在
っ
て
も
、
圏
内
に
お
け
る
響
粟
栽
培
・
ア
ヘ
ン
生
産
の
禁

止
が
縫
績
さ
れ
て
い
る
時
期
に
は
、
有
数
な
規
程
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

そ
の
禁
令
の
下
で
し
上
海
の
商
品
市
場
で
「
川
土
」
と
稀
さ
れ
る
図
産
ア
ヘ
ン

(
四
川
ア
ヘ
ン
)
の
責
買
が
公
然
と
局
さ
れ
て
い
る
事
賓
を
ど
う
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
現
代
に
お
い
て
、
中
園
政
府
の
巌
し
い
監
覗
・
統
制

の
下
に
在
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
幹
部
に
よ
る
腐
敗
・
汚
職
が
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
賓
を
見
た
時
に
、
官
僚
に
釘
す
る
「
失
察
底
分
」

の
有
妓
性
に
つ
い
て
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
氏
の
ニ
一
日
う
「
失
察
庭

八
刀
」
同
避
の
「
消
極
的
腐
敗
」
は
、
依
然
と
し
て
官
僚
制
度
全
陸
の
中
に
累

積
さ
れ
、
政
府
の
ア
ヘ
ン
禁
止
政
策
の
放
果
的
な
展
開
を
妨
げ
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
は
、
卜
U
A
1
を
問
わ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

十
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去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏
-
H
N

い

R
待

ー「

本
書
は
ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
嘉
慶
・
道
光
期
の
清
朝
政
府
の
ア
ヘ
ン
政
策
史

に
つ
い
て
、
「
外
禁
」
・
「
内
禁
」
策
を
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
内
外

の
資
料
の
博
授
の
上
で
ま
と
め
ら
れ
た
労
作
で
あ
り
、
比
較
的
研
究
の
少
な

い
嘉
慶
・
道
光
期
の
清
朝
の
政
治
史
の
研
究
の
内
容
を
よ
り
豊
か
に
し
、
更

な
る
研
究
の
深
化
と
康
が
り
を
輿
え
得
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

キ
+
占(

1
)
一
九
九
七
年
に
岳
麓
書
枇
よ
り
刊
行
さ
れ
た
王
宏
斌
著
の
『
替
市
毒

史
竪
』
に
取
録
さ
れ
て
い
る
、
必
回
時
公
安
部
副
部
長
で
凶
家
林
一
市
毒
委

員
舎
主
任
の
白
景
富
氏
が
寄
せ
た
序
文
を
参
照
。
又
一
九
九
五
年
に

図
家
禁
毒
委
員
舎
・
公
安
部
と
中
央
電
覗
蚕
が
共
同
制
作
し
た
『
中

華
之
創
』
と
題
す
る
六
時
間
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
が
あ
る
。

こ
の
番
組
は
日
本
語
版
の
副
題
を
「
現
代
中
園
ア
ヘ
ン
戦
争
|
|
カ

メ
ラ
が
捉
え
た
麻
薬
組
織
と
の
闘
い
|
|
」
と
し
て
N
H
K
衛
星
放

迭
で
放
映
さ
れ
た
。

(
2
)
例
え
ば
秦
和
平
『
雲
南
鵜
片
問
題
輿
禁
煙
運
動
(
一
八
四

o
l
一

九
四
O
)
』
(
四
川
民
族
出
版
壮
一
九
九
八
年
刊
了
『
四
川
鴻
片
問
題

奥
禁
煙
運
動
』
(
四
川
民
族
出
版
枇
二

O
O
一
年
刊
)
、
資
料
集
と
し

て
は
、
岡
家
禁
毒
委
員
合
排
公
室
組
織
編
窮
・
馬
模
貞
主
編
『
中
園

林
一
市
毒
史
資
料
』
(
天
津
人
民
出
版
社
一
九
九
八
年
刊
)
等
が
有
る
。

(
3
)

新
村
容
子
『
ア
ヘ
ン
貿
易
論
争
|
|
イ
ギ
リ
ス
と
中
園
|
|
』

581 

(
汲
古
書
院
二

0
0
0年
二
一
月
刊
)
の
後
編
第
二
章
「
弛
禁
論
の

評
債
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
す
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
論
』
批
判
|
|
」
を

参
照
。

(
4
)

秦
和
平
、
前
掲
書
『
四
川
鴻
片
問
題
奥
禁
煩
運
動
』
第
一
章
・
第

一
節
、
二
頁
。

(
5
)
井
上
裕
正
「
ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
お
け
る
清
朝
の
ア
ヘ
ン
禁
止
政
策

に
つ
い
て
|
|
新
村
容
子
氏
の
批
判
に
答
え
て
|
|
」
(
奈
良
女
子

大
準
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
『
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
第
十
八

競
、
二

O
O
三
年
一
二
月
)

0

(
6
)

許
者
の
参
照
し
た
『
誇
排
夷
務
始
末
補
遺
』
道
光
朝
第
一
冊
に
牧

録
さ
れ
て
い
る
漏
賛
動
の
上
奏
は
、
『
清
代
外
交
史
料
」
の
「
惟
内

地
所
種
畑
紫
」
の
「
所
積
」
の
語
句
を
快
い
て
い
る
。

(
7
)
同
治
十
一
年
三
月
二
十
三
日
に
上
海
で
創
刊
さ
れ
た
『
申
報
」
に

は
、
こ
の
年
四
月
十
七
円
か
ら
五
月
十
七
日
ま
で
の
一
か
月
間
、
最

終
頁
の
商
品
市
況
欄
に
、
輸
入
ア
ヘ
ン
で
あ
る
「
大
新
土
」
・
「
小
新

土
」
の
箱
毎
の
債
格
と
並
ん
で
、
四
川
産
ア
ヘ
ン
を
「
川
土
」
と
し

て
、
百
雨
毎
の
一
語
早
位
の
債
格
を
報
じ
て
い
る
(
中
国
史
的
学
叢
書

『
申
報
』
(
二
、
蓋
湾
問
学
生
室
田
局
、
中
華
民
国
五
十
四
年
五
月
刊
参

出…
)

0

二
O
O
四
年
二
月

A
五
判

京
都
京
都
大
墜
事
術
出
版
舎

四
十
三
二
八
頁
五
五
O
O
園

十

「「
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